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冷蔵倉庫用家屋（非木造）を探しています冷蔵倉庫用家屋（非木造）を探しています
　固定資産評価基準の改正により、平成24年度分から非木造家屋の経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のも
の」が「冷蔵倉庫用のもの（保管温度が10℃以下に保たれる倉庫）」に変更されます。
　これにより、要件に該当する冷蔵倉庫用家屋は、今までに比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用さ
れることになります。つきましては、次の要件すべてに該当する建物をお持ちの方は、税務課資産税係までご
連絡くださいますようお願いいたします。
　ご連絡いただいた建物を対象に現地を確認させていただき、該当する場合は平成24年度から変更いたします。

　保健センターの離乳食教室「もぐもぐ学習会」のアンケート結果を紹介します。
　平成20～21年度にもぐもぐ学習会に参加してくださったママに「家庭での食育は大切だと思います
か？」と質問したところ、回答してくださった122人全員が「はい」と答えました！
　そこで、平成22年度には具体的な質問をしてみました。
　下記のグラフは参加者66人の回答結果です。

　下諏訪町食生活改善推進協議会では、
下記の日程で「郷土の味 体験日」を計画しています。
　この体験日は子育て中の保護者の皆さんに手作りの良さを感じていただく機会です。
　事前に保健センターまたは子育て支援センターに申込みが必要です。
　ぜひご参加ください！

　「食べる」行為には様々な側面があり、どれも大切であることがわかります。
　こども達が健康的な食生活を送るためには保護者の「栄養の知識」や「調理の技術」に加え、思い
やりやおもてなし、食べものへの感謝などの「心の栄養」、更には「食のマナー」などを身に付ける
ことも重要です。

１　非木造であること　　　　　　　　　　　　
２　保管温度が10℃以下に保たれていること　
３　倉庫そのものが冷蔵機能を備えていること
４　冷蔵倉庫部分が床面積の50％以上であること
※常温の倉庫内に業務用の冷蔵庫やプレハブ方式冷蔵庫などを設置してあるものは除きます。
全ての要件を満たしている場合でも建築後すでに一般の倉庫として基準年数を経過している建物（平成24年
度基準で最終の減価率0.2に達しているもの）は変更されません。

冷蔵倉庫用家屋とは

冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率表の改正

所有している倉庫について
「冷蔵倉庫」かどうか、確認してみましょう。
非木造（鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、
鉄骨造、軽量鉄骨造、コンクリートブロック造）の倉庫を
所有している。

倉庫そのものに冷蔵機能を備えている。
（倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているものではない。）

今回の改正による変更はありま
せんので、ご連絡は不要です。

※床面積の50％以上が冷蔵倉庫と
　なっていれば該当します

倉庫内は10℃以下に保つことができる。

家屋の構造
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が3mm以下のもの）
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現地調査の必要があります。
下諏訪町役場 税務課 資産税係までご連絡をお願いします。
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築45年で
0.2まで減少

築26年で
0.2まで減少

築24年で
0.2まで減少

築22年で
0.2まで減少

築16年で
0.2まで減少

築13年で
0.2まで減少

築40年で
0.2まで減少

築35年で
0.2まで減少

築26年で
0.2まで減少

築18年で
0.2まで減少

■お問い合わせ先　　下諏訪町役場 税務課 資産税係　　住所：〒393－8501　下諏訪町4613－8
　　　　　　　　　　電  話：0266－27－1111（内線124・125）　FAX：0266－28－1070
　　　　　　　　　　e-mail：sisan@town.shimosuwa.lg.jp

花とくだもの　秋の農産物まつり花とくだもの　秋の農産物まつり
第４１回下　諏　訪　町　農　業　祭
第７回ＪＡ信州諏訪農業祭下諏訪会場
日　時：９月10日（土）　午前10時30分～
場　所：下諏訪総合文化センター　イベント広場

　地元で採れた新鮮で安心な各種野菜、リンゴ、花を低価格で即売します。
同時に下諏訪ライオンズクラブ主催による恒例の鮮魚の無料配布も行われ
ます。ご近所お誘いのうえお出かけください。

■お問い合わせ先　
　下諏訪町農業祭実行委員会
　電話27－1111　内線274・275

こどもの健康を考える！！！
～平成２３年度の下諏訪町健康づくり計画の重点分野は「こどもの健康」と「女性の健康」です～

今月はこどもの健康について提案します。

■ お問い合わせ先　下諏訪町保健センター　電話27－8384、子育て支援センター　電話27－5244

１回目：平成23年10月４日（火）午前10：00から
２回目：平成24年３月１日（木）午前10：00から
会　場：保健センター２階
対　象：子育て中の保護者の方（町内在住に限る）
持ち物：マイ箸、筆記用具

子育て期間はこのような総合実践力を親子で培える大切な時期です。
家庭で、地域で“こどもの食育”に取り組みましょう！

無料です！
試食だけの簡単な体験日
です。お子さんと一緒に
お気軽にどうぞ！

「郷土の味 体験日」のお知らせ
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り
保健セン

ターだよ
り

楽しく食べること
野菜をたっぷりとること

栄養のバランス
家族そろって食べること

塩分ひかえめ
旬の食材を取り入れる
食べ残しがないように
食べ過ぎないように

家族の好きな物を中心に

家族の食卓で大切にしていることは何ですか？
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第40回健康生活展　第36回消費生活展第40回健康生活展　第36回消費生活展（合同開催）が開催されます！
日　時：９月11日（日）　午前９時30分～午後１時
場　所：下諏訪町保健センター・屋内運動場

＊＊大勢のみなさんのお越しを
　　　　　お待ちしております＊＊

健康生活展 消費生活展健康生活展 消費生活展健康生活展 消費生活展

内　容：◆健康チェックコーナー
　　　　◆専門コーナー（歯科医師、歯科衛生士、薬剤師など）
　　　　◆体験コーナー（ニュースポーツ、保健補導委員会など）

メインテーマ　「見直そう 健康づくり 広げよう 地域の絆」
内　容：◆研究展示コーナー　消費者の会活動紹介
　　　　◆省エネコーナー
　　　　◆販売コーナー（消費者の会推薦の石けんなど）

メインテーマ　「地域で守ろう 安心・安全を」


